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建設工事等に係る入札及び契約の過程並びに関係規程等の公表方針 

 

第１ 目的 

  この方針は、旭川市水道局が発注する建設工事並びに測量、工事に係る調査及び設計業務（以下「建

設工事等」という。）の発注の見通しに関する事項、建設工事等に係る入札及び契約について、その過

程並びに契約内容に関する事項等を公表し、もって入札及び契約の透明性の確保を図ることを目的とす

る。 

 

第２ 建設工事等の発注の見通しに関する事項の公表 

  毎年度、４月に、当該年度に発注することが見込まれる予定価格が２００万円を超える建設工事並び

に予定価格が１００万円を超える測量、工事に係る調査及び設計業務（公共の安全と秩序の維持に密接

に関連する建設工事等であって旭川市の行為を秘密にする必要があるものを除く。）に係る次に掲げる

ものの見通しに関する事項を公表するものとする。 

(１) 建設工事等の名称、場所、期間、種別及び概要 

(２) 入札及び契約の方法 

(３) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期) 

（４）金額区分 

 （５）担当部名及び担当課名 

２ 前項第４号の金額区分は別表に掲げる区分とする。 

３ 第１項に掲げる事項は、上下水道部水道総務課において、当該年度の３月３１日まで公表するものと

する。 

４ 第１項の規定により公表した発注見通しに関する事項に変更がある場合においては、１０月に、変更

後の当該事項を公表するものとする。 

５ 第１項及び第３項の規定は、変更後の発注見通しに関する事項の公表の方法について準用する。 

 

第３ 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表 

 次に掲げる事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の５第１項に規定

する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿 

(２) 令第１６７条の１１第２項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有

する者の名簿 

(３) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準 

２ 予定価格が２００万円を超える建設工事並びに予定価格が１００万円を超える測量及び工事に係る

調査、設計等の契約について、当該建設工事等ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。 

(１) 令第１６７条の５の２の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めその資格

を有する者に当該入札を行わせた場合における当該資格 

(２) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれら

の者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由 

(３) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由 
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(４) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。) 

(５) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。) 

(６) 令第１６７条の１０第１項（令第１６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定により最

低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者

を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 

(７) 令第１６７条の１０第２項（令第１６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定により最

低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をも

って申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制

限価格及び最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称 

(８) 次に掲げる契約の内容 

ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所 

イ 建設工事等の名称、場所、種別及び概要 

ウ 建設工事等の着手の時期及び完成の時期 

エ 契約金額 

（９）落札、又は決定後に契約を辞退した場合における次に掲げる当該契約の内容 

ア 契約を辞退した者の商号又は名称及び住所 

イ 建設工事等の名称、場所、種別及び概要 

ウ 契約金額 

(１０) 随意契約（地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第１、３、４号を除く。）を行った場合

における契約の相手方を選定した理由 

３ 前項の建設工事等について契約の金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契

約に係る同項第８号イからエに掲げる事項及び変更の理由を公表するものとする。 

 

第４ その他入札及び契約に関する次に掲げる事項の公表 

(１) 予定価格(随意契約を行った場合を除く。) 

(２) 設計金額。ただし、競争入札に付する建設工事等について試行的に公表する。 

(３) 業者別年間受注額(工種別)。ただし、共同企業体に係るものにあっては、出資比率に応じて工事

費等を配分し、業者ごとの受注額に加算する。 

(４) 別記に掲げる規程 

 

第５ 公表内容の期間の範囲は次のとおりとする。 

(１) 第３第１項に掲げる事項並びに第４第４号の規程は、閲覧に供する時点で、現に有効なものとす

る。 

(２) 第３第２項及び第３項並びに第４第１号に掲げる事項は、当該年度及び前年度のものとする。 

(３) 第４第３号に掲げる事項は、前年度末における当該年度の受注金額の累計   

 

第６ 公表の時期は次のとおりとする。 

(１) 第３第２項第１号に掲げる事項は、公告の日から公表するものとする。 

(２) 第３第２項第２号から第１０号に掲げる事項及び第４第１号に掲げる事項は、落札者の決定後若
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しくは契約辞退後又は契約の相手方及び契約金額の決定後若しくは契約の相手方の契約辞退後、な

るべく早期に公表するものとする。 

(３) 第３第１項に掲げる事項及び第４第４号に掲げる規程は、これを定め、作成したとき、若しくは

変更したときに公表するものとする。 

(４) 第４第２号に掲げる事項で、公告によるものは公告の日から、その他は指名通知の日から入札日

前日まで公表するものとする。 

(５) 第４第３号に掲げる事項は、前年度終了後なるべく早期に公表するものとする。 

(６) 第３第２項及び第３項並びに第４第１号に掲げる事項については、契約を締結、又は辞退した日

の属する年度の翌年度の３月３１日まで公表するものとする。 

 

第７ 公表の方法及び場所は次のとおりとする。 

(１)第３第１項、第２項及び第４第１号、第３号に掲げる事項並びに第４号の規程は、上下水道部水道

総務課において公表するものとする。 

(２) 第４第２号に掲げる事項について一般競争入札によるものは、公告文に設計金額を掲載して公表

するものとし、指名競争入札によるものは、指名通知書に掲載して公表するものとする。 

 

附 則 

１ この方針は、平成１６年３月１日から実施する。 

２ 建設工事の入札結果及び関係規程の公表に関する取扱（平成６年５月２６日実施）、発注工事情報の

公表に関する取扱（平成８年４月１日実施）は廃止する。 

   附 則 

 この方針は、平成１８年３月１０日から実施する。 

附 則 

  この方針は、平成１９年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この方針は、平成２０年５月１日から実施する。 

附 則 

 この方針は、平成２４年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この方針は、平成２６年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この方針は、平成２６年１０月１日から実施する。 

   附 則 

 この方針は、平成３０年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この方針は、平成３１年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この方針は、令和３年４月１日から実施する。 
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附 則 

 この方針は、令和６年４月１日から実施する。 

 附 則 

この方針は、令和８年２月２０日から施行し、その工期又は履行期間の初日が令和８年 

４月１日以後の日である契約から適用する。 

附 則 

 この方針は、令和８年４月１日から実施する。 
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 別 表 

建設工事 委託業務 

200 万円を超え   600 万円未満 100 万円を超え  200 万円未満 

600 万円以上   1,200 万円未満 200 万円以上    500 万円未満 

1,200 万円以上   1,500万円未満 500 万円以上  1,000 万円未満 

1,500 万円以上   3,500万円未満 1,000 万円以上  3,000 万円未満 

3,500 万円以上   6,000万円未満 3,000 万円以上 

6,000 万円以上   8,000万円未満  

8,000 万円以上  10,000万円未満  

10,000 万円以上  15,000万円未満  

15,000 万円以上  20,000万円未満  

20,000 万円以上  30,000万円未満  

30,000 万円以上  50,000万円未満  

50,000 万円以上  

 

別 記 

・旭川市水道局建設工事等指名委員会設置要綱 

・旭川市水道局建設工事等指名基準 

・建設工事請負業者の格付要領 

・旭川市水道局建設工事等入札（見積合わせ）心得 

・旭川市水道局建設工事等郵便入札心得 

・旭川市水道局建設工事競争入札心得（総合評価用） 

・旭川市水道局談合情報対応要領 

・旭川市水道局建設工事前金払要綱 

・旭川市水道局建設工事中間前金払要領 

・旭川市水道局競争入札参加資格者指名停止等措置要領 

・旭川市水道局競争入札参加資格者指名停止等措置要領運用基準 

・旭川市水道局建設工事等共同企業体運用基準 

・旭川市水道局建設工事共同企業体(分担施工方式）取扱要領 

・旭川市水道局条件付き一般競争入札実施要綱 

・旭川市水道局事後審査型一般競争入札（郵送方式）実施要領 

・旭川市水道局建設工事簡易型総合評価一般競争入札試行要領 

・旭川市水道局建設工事等低入札価格調査要領 

・旭川市水道局建設工事等最低制限価格制度実施要領 

・旭川市水道局建設工事請負契約等に係る事前公表の試行要領 

・旭川市水道局建設工事等設計図書有償頒布要領 



経-25 

   

・旭川市水道局工事費内訳書等提出要領 

・旭川市水道局事後審査型一般競争入札(郵送方式)傍聴要領 

・旭川市水道局現場代理人・主任技術者等の配置に関する運用基準 

・旭川市水道局建設工事下請状況等調査実施要領 

・上記のほか、主管課長が公表することについて妥当と認めたもの。 
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「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」に基づく公表の状況 

適正化法施行令 公表すべき内容 対象範囲 公表状況 公表する事項 公表時期 公表方針 

第５条 

発注の見通しに関する事項の公表 

・公共工事の名称・場所・期間・種別

及び概要 

・入札及び契約の方法 

・入札を行う時期（随意契約を行う場

合にあっては、契約締結時期） 

予定価格が

250 万円を超

える工事 

公表済 

発注予定工事一覧 

130 万円を超える工事 

50 万円を超える委託 

(その他の委託含まな

い。) 

4 月 

10 月（変更後） 

・水道総務課で閲覧 

・HP で公表 

第７条 

第１項第１号 

地方自治法施行令第 167 条の５第 1 項

に規定する一般競争入札に参加する者

に必要な資格及び当該資格を有する者

の名簿 

一般競争入札 公表済 
入札参加資格告示文 

入札参加資格者名簿 

・必要な資格を定め告示

したときから 

・名簿を作成したときか

ら（現に有効なもの） 

・水道総務課で閲覧 

・HP で公表 

第７条 

第１項第２号 

自治令第 167条の 11第 2項に規定する

指名競争入札に参加する者に必要な資

格および当該資格を有する者の名簿 

指名競争入札 公表済 
入札参加資格告示文 

入札参加資格者名簿 

・必要な資格を定め告示

したときから 

・名簿を作成したときか

ら（現に有効なもの） 

・水道総務課で閲覧 

 

第７条 

第１項第２号 

指名競争入札に参加するものを指名す

る場合の基準 
指名競争入札 公表済 

旭川市水道局建設工事

等指名基準 
常時公表 ・水道総務課で閲覧 

第７条 

第２項第１号 

自治令第 167 条の 5 の 2 の規定により

一般競争入札に参加する者に必要な資

格を更に定め、その資格を有する者に

当該入札を行わせた場合における当該

資格 

一般競争入札 公表済 
案件ごとの告示文(写) 

 
告示したときから ・水道総務課で閲覧 

第 7 条 

第２項第２号 

一般競争入札を行った場合における当

該入札に参加しようとした者の商号又

は名称並びにこれらの者のうち当該入

札に参加させなかった者の商号又は名

称およびその者を参加させなかった理

由 

一般競争入札 未公表 

一般競争入札参加申請

者一覧 

 

例…別添１ 

入札後又は契約決定後 ・水道総務課で閲覧 

第 7 条 

第２項第３号 

指名競争入札を行った場合における指

名した者の商号又は名称およびその者

を指名した理由 

指名競争入札

(250 万円を超

える工事) 

一部未公表

(指名理由) 

入札･見積の記録に指名

理由を付記したもの 

例…別添２ 

入札後 ・水道総務課で閲覧 
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適正化法施行令 公表すべき内容 対象範囲 公表状況 公表する事項 公表時期 公表方針 

第７条 

第２項第４号 

入札者の商号又は名称及び入札金額 

(随意契約を行った場合を除く。) 

予定価格が

250 万円を超

える工事 

公表済 

130 万円を超える工事 

50 万円を超える委託 

(その他の委託含む) 

入札・見積の記録 

入札後 ・水道総務課で閲覧 

第７条 

第２項第５号 

落札者の商号又は名称及び落札金額 

（随意契約を行った場合を除く。） 

予定価格が

250 万円を超

える工事 

公表済 

130 万円を超える工事 

50 万円を超える委託 

(その他委託含む) 

入札・見積の記録 

入札後 
・水道総務課で閲覧 

・HP で公表 

第７条 

第２項第６号 

自治令第 167条の 10第 1項の規定により

最低の価格をもって申込みをした者を落

札者とせず他の者のうち最低の価格をも

って申込みをした者を落札者とした場合

におけるその者を落札者とした理由 

予定価格が

250 万円を超

える工事 

公表済 

130 万円を超える工事 

50 万円を超える委託 

(その他委託含む) 

低入札価格調査の経緯と

結果 

例…別添３ 

契約締結後 
・水道総務課で閲覧 

・HP で公表 

第７条 

第２項第９号 

次に掲げる契約の内容 

イ 契約の相手方の商号又は名称及び 

住所 

ロ 公共工事の名称、場所、種別及び 

概要 

ハ 工事着手の時期及び工事完成の時期 

ニ 契約金額 

予定価格が

250 万円を超

える工事 

一部未公表 

130 万円を超える工事 

50 万円を超える委託 

（ただし、その他委託は、

従来通り） 

入札結果及び契約内容 

 

契約締結後 
・水道総務課で閲覧 

・HP で公表 

第７条 

第２項第１０号 

随意契約を行った場合における契約の相

手方を選定した理由 

予定価格が

250 万円を超

える工事 

公表済 

130 万円を超える工事 

50 万円を超える委託 

随意契約理由書 

例…別添４ 

契約締結後 ・水道総務課で閲覧 
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第７条第３項 

地方公共団体の長は、前項の公共工事につ

いて契約金額の変更を伴う契約の変更を

したときは、遅滞なく変更後の契約に係る

第 2項第 9号ロからニまでに掲げる事項及

び変更の理由を公表しなければならない。 

 

予定価格が

250 万円を超

える工事 

公表済 

130 万円を超える工事 

50 万円を超える委託 

変更後の契約内容 

例…別添５ 

契約締結後 ・水道総務課で閲覧 
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別添１ 

一 般 競 争 入 札 参 加 申 請 者 一 覧 

 

工 事 名 称  

入札の日時   令和   年   月   日（   ）   時  分 

申  請  業  者 参加資格の有無 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

参加資格がないと認めた業者及びその理由 

 

 

 

理由 
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別添２ 

指名理由の公表 

 

１ 通常型指名競争入札の場合の指名理由 

 

 

   指名理由 

    旭川市水道局建設工事等指名基準により 

   業種      等級    から選出した 

 

 

 

 



経-25 

   

別添３   

低入札価格調査の経緯と結果 

 

対象工事(業務)名  

入 札 執 行 日    令和  年  月  日 

調 査 対 象 者  

調 査 年 月 日    令和  年  月  日 

調 査 結 果    調査対象者を落札者と認めない 

 経過・理由等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落札者の商号･住所 
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別添４ 

随 意 契 約 理 由 書 

 

工 事 ( 業 務 ) 名  

施工(履行)場所  

 

工事(履行)概要 

 

 

 

 

契 約 年 月 日    令和  年  月  日 

契 約 の 相 手 方 

の 商 号 ・ 住 所 

 

 

 

契約の相手方の 

選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠規定 

 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第 号 

 

予定価格が１３０万円以上の建設工事 

又は予定価格が５０万円以上の測量及び工事に係る調査・設計等の業務委託 
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別添５ 

変更後の契約内容（R . . ） 

件名 履行場所 概要 業務 業種 入札種別 変更契約日 変更金額 変更後契約金額 工期開始日 工期完了日 

           

変更の理由 

 

変更後の契約内容（R . . ） 

件名 履行場所 概要 業務 業種 入札種別 変更契約日 変更金額 変更後契約金額 工期開始日 工期完了日 

                      

変更の理由 

  

 

 


